
 

 

第３次高知県情報セキュリティクラウド構築等委託業務 
総合評価一般競争入札に係る落札者決定基準 

 

開札の結果、入札額が予定価格の範囲内、かつ、必須項目をすべて満たす入札者の中か

ら、以下のとおり、業務提案書を審査したうえで落札者を決定する。 

（１）　技術評価点（500 点満点）は、「第３次高知県情報セキュリティクラウド構築等委

託業務総合評価一般競争入札に係る業務提案書評価表」(別紙)に基づき、総合評価審

査委員会の各委員が業務提案書を審査し、その平均点とする。なお、点数に端数があ

るときは、小数点第２位以下を四捨五入する。 

（参考）技術評価点の計算例 

Ａ委員：350 点　Ｂ委員：400 点　Ｃ委員：290 点の場合 

技術点　＝　（350 点＋400 点＋290 点）÷３人 
＝　346.666 点 
＝　346.67 点（小数点第２位以下を四捨五入） 

また、技術評価・採点方法は以下のとおりとする。 

ア　評価項目単位の採点 
採点については、下表の基準に基づき１点から５点の５段階評価とする。 

　イ　評価項目単位のウェイト 
　重要度に応じて３種類のウェイト（６、10、12）を各評価項目単位に設定する。 

ウ　評価点 
評価項目単位の採点に評価項目単位のウェイトを乗じた点とする。 

（２）　価格評価点（500 点満点）は、次の式により算出する。なお、点数に端数があると

きは、小数点第２位以下を四捨五入する。 

価格評価点　＝　500 点×(１－入札額／予定価格) 

（３）　技術評価点と価格評価点の合計点が最も高い者を落札者とする。ただし、合計点が

最も高い者が２者以上（以下「候補者」という。）いるときは、以下のとおり落札者

を決定する。 

 採点 採点基準

 ５ （相対的に）非常に優れている

 ４ （相対的に）優れている

 ３ 普通

 ２ （相対的に）やや劣っている

 １ （相対的に）劣っている



 

ア　各候補者の技術評価点が異なる場合 

技術評価点が高い候補者を落札者とする。 

イ　各候補者の技術評価点が同じ場合 

技術評価点のうち、評価項目「４　高知県固有要件への対応」、「７　構築及び移行計

画」、「８　運用計画」及び「９　SOC 運用」の合計点が最も高い候補者を落札者とする。 

ウ　　ア及びイで落札者が決定しない場合 

入札額が最も低い者を落札者とする。それでもなお、落札者が決定しない場合は、

別途日を定め、くじ引きにより決定する。この場合において、候補者のうち、くじ

を引かない者があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじ

を引かせるものとする。


